
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年8月30日

【会社名】 株式会社横浜インポートマート

【英訳名】 Yokohama Import Mart Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　高梨陽一

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号

【電話番号】 045-222-2099

【事務連絡者氏名】 企業戦略部長　松本敬三

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号

【電話番号】 045-222-2099

【事務連絡者氏名】 企業戦略部長　松本敬三

【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした売出有価証券の売出金額】 入札による売出し 2,866,468,800円

入札によらない売出し ―円

ブックビルディング方式による売出し ―円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　令和元年8月27日に開催されました、臨時取締役会にて、譲渡人を横浜市、譲受人をイオンモール株式会社

とする、当社発行普通株式に纏わる譲渡承認請求が承認されましたことに伴い、平成31年2月28日付をもって

提出した有価証券届出書（平成31年4月25日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。）（以下「原届出

書」といいます。）の関係情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

　また、令和元年5月30日開催の第25回定時株主総会において定款の一部変更が決議されましたので、原届出

書の添付書類である定款について、当該添付書類を差し替えるために、変更後の定款を添付いたします。

 

２【訂正事項】
 

表紙

届出の対象とした売出有価証券の売出金額

第一部　証券情報

第２　売出要項

１　売出株式

 

（添付書類の差し替え）

令和元年5月30日開催の第25回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことに伴い、原届

出書に添付していた「定款」を差し替えます。

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

 

【表紙】
（訂正前）

【届出の対象とした売出有価証券の売出金額】 入札による売出し          2,840,000千円

入札によらない売出し　　　　　　　　―円

ブックビルディング方式による売出し　―円

 （注）売出金額は、有価証券届出書提出時に

おいて未定ですので、設立時の払込資本金と

同等と想定して算出し、仮の売出金額として

表示しております。

 

（訂正後）

【届出の対象とした売出有価証券の売出金額】 入札による売出し 2,866,468,800円

入札によらない売出し ―円

ブックビルディング方式による売出し ―円
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第一部【証券情報】
第２【売出要項】

１【売出株式】

（訂正前）

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）

売出しに係る株式の所有者の住所

及び氏名又は名称

普通株式
入札方式のうち入札

による売出し
56,800

未定

（注）２

横浜市中区港町1-1

横浜市

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ －

－
ブックビルディング

方式
－ －  

計(総売出株式) － 56,800 － －

（注）１．2019年2月28日から売出人である横浜市が実施する株式会社横浜インポートマート株式売却公募手続き

（以下「公募手続き」といいます）において、書類審査、入札を経て2019年7月（予定）に落札者を決定

いたします。審査では、横浜市は、応募者に対して、業務実績などの資格要件を提出させ、その内容を

審査することにより、入札への参加資格を付与します。その後、入札にて最も金額の高いものを落札者

として選定することとしております。本入札時から株式引渡日までの期間について、その間の株式会社

インポートマートの経営実績等に基づく、価格調整は実施しません。また、当該落札者と横浜市との協

議が終了した後に、売出価額の総額及び売出先が決定されることとなるため、売出価額の総額及び売出

先の決定時期は2019年7月以降になります。売出先の決定には、株式会社インポートマートの取締役会の

決議が必要となります。なお、公募手続の詳細は、「売出しに関する特別記載事項」をご覧ください。

２．上記１．のとおり、売出価額は公募手続において、落札者の落札価格を踏まえ、決定されることから未

定となっております。なお、売出価額の総額を設立時の払込資本金と同等と想定して算出すると、

2,840,000千円となります。

３．横浜市の売却条件と同一の条件で株式の売却を希望するその他の株主がいます。落札者決定後、落札者

はその他の株主と個別に譲渡手続きを行っていただきます。

４．株式会社横浜インポートマートの発行する株式はすべて譲渡制限株式であり、これを譲渡により取得す

るには、取締役会の承認が必要になります。

 

（訂正後）

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）

売出しに係る株式の所有者の住所

及び氏名又は名称

普通株式
入札方式のうち入札

による売出し
56,800 2,866,468,800

横浜市中区港町1-1

横浜市

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ －

－
ブックビルディング

方式
－ －  

計(総売出株式) － 56,800 － －

（注）１．売却公募手続き（以下「公募手続き」という。）において、令和元年７月12日に入札が行われ、売出先

がイオンモール株式会社と決定された。売出価格は、2,866,468,800円となる。

２．令和元年8月27日取締役会決議による。
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